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別紙 ①  

第1号議案 来年度以降の集団登校について 

 

【集団登校廃止・登校班名簿廃止案】   

《理由と廃止の必要性》   

・集団による新型コロナ感染症やその他の感染症等の感染防止   

・校外委員の負担軽減（登校班編成や登校班名簿作成、管理の仕事の削減）   

 

① 個人情報の保護   

校外委員が、在校生・転入生・新入生の自宅場所・電話番号・登校班を把握編成し、登校班名簿と

自宅場所入り地図を作成。これを共有管理し、登校班名簿は原則手渡しで配布（今年度は感染防止

のためポストイン配布）していますが、個人情報保護の安全面に限界があります。 

 

② 校外委員の登校班管理作業による日常生活への影響   

黒須田小学校区は、夏休み・冬休み・年度変わりの時期に転出入生が多く、メール連絡を受けると、

登校班を決めるための急な作業と対応に追われています。特に新年度開始時期は登校班関係の仕事

が多く、日常生活に影響し、負担が大きいのが現状です。  

 

③ 三密による新型コロナ感染症の予防   

集団になることによる感染の心配が残る現状であります。 

 

 

 

今年度、新型コロナウイルス感染防止のため、年３回（４月新年度開始 ５日間・夏休み冬休み明け３日

間）おこなってきた集団登校を中止しましたが、４月新入生の登校や夏休み明けの登校も、学校や各ご

家庭のご理解とご協力のもと問題なく終えることができました。  

上記①②③を踏まえ、  

学校とも協議を重ねた結果、学校のご理解を得ることができましたので、【集団登校廃止・ 登校班名簿

廃止】を提案します。  

廃止による心配点は以下のような対応策を考えております。 

 



 
 

 

   

別紙 ①  

《廃止による心配点と対応策》   

＊校長先生とも協議し学校の協力を得ながら連携を図り、補っていこうと考えます。   

   

① 新入生等の登校の安全   

今年度のように新年度最初は、保護者の方やごきょうだい、近隣のご友人等で登校していただくよう

にご協力をお願いしたいと思います。朝の旗当番を新年度４月は多めに組み込んでいき、より多くの

保護者で見守っていく予定です。  

② 新入生等の通学路の確認   

例年の集団登校で示していた登校ルートをまとめた地図を作り、２月の新入生説明会時に配布。４月の

入学までに、各ご家庭でお子様と安全な登校ルートの確認をしていただきます。  

（在校生については、引き続き現在の登校ルートを使用していただきます） 

③ 校外委員の選出の仕方   

登校班名簿がなくなるため、校外委員の選出の仕方を変えます。地区連絡係は必要がないため廃止し

ます。  

【現在】登校班からなる地区内で輪番の班より１名選出（地区連絡係兼務） 

前年度２月より１年間活動  

【変更】他委員と同じように４月に各クラスより１名選出（地区連絡係廃止）   

新年度４月より活動開始   

   

④ 旗当番とパトロール活動の回し方   

旗当番活動とパトロール活動は、黒須田小学校全児童の安全な登校と不審者等の防止のために大切な

活動になります。引き続き行いますが今後は、係活動としていきます。   

⑤ 他学年等の縦割りの子どもたちの関わりの減少   

学校生活の教育活動の中で、他学年との関わりを様々なかたちで作っていきながら補っていきたいと、

校長先生よりご返事を頂けました。学校生活の中で他学年との子どもたちの関わりの場を増やしてい

ただけるようお願いしていきたいと考えます。 



 
 

 

 

別紙 ②  

第2号議案 規約改正について 

 

【規約改正案】 

《第８条》 

【現行】（１）定期総会は、年１回、年度初めに会長が召集し、開催されます。 

（２）臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または会員の５分の１以上の要求があっ

たとき、会長が召集し、開催されます。  

 

【改正】（１）定期総会は、年１回、年度初めに会長が招集し、開催されます。（書面総会等を含む）  

（２）臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または会員の５分の１以上の要求があっ

たとき、会長が招集し、開催されます。（書面総会等を含む）   

 

《第９条》 

【現行】  総会は、全会員の３分の１以上の出席をもって成立します。（ただし、委任状を認めます。） 

議事は、出席者の過半数で決定します。  

 

【改正】  総会は、全会員の３分の１以上の出席または議決権行使書（紙面や電子媒体等）の提出を 

もって成立します。（ただし、委任状を認めます。）議事は、出席者または議決権行使書 

（紙面や電子媒体等）の過半数をもって決定します。  

 

【理由】  

定期総会は、会長が招集し対面総会で開催するのが原則でしたが、新型コロナウイルス感染予防のため、

昨年度後期総会と今年度定期総会は、書面議決による書面総会を開催しました。会員の皆様のご理解と

ご協力で、問題なく終えることができました。今後も以前のように、会員が集まり総会ができるかわか

らないこと、また、会員の負担軽減を踏まえ、今後は書面総会等を原則としたいと考えます。 

 


